R07-13　農地転用許可制度の手引 新訂版  改訂概要
一般社団法人全国農業会議所出版部
	頁数
	項　　　目
	改訂概要

	
	本のサイズ

	・A4サイズからB5サイズに変更

	
	文字
	・ユニバーサルデザインフォントに変更
・横書きから縦書きに変更

	

	はじめに
	・「今回の新訂版の改訂内容」等を変更

	1

	目次
	・特例・違反措置「第2節　営農型太陽光発電設備の取扱い」を「第2節　営農型太陽光発電に係るガイドライン」に変更

	第１章

	8
	第２節　制度の内容


	・「許可の取り消し、その条件の変更等の処分又は」「更に当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかったときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項の公表がなされる場合があり」を「なお書き」に追加

	10
	第３節　許可を要しない場合


	②国、都道府県等が転用する場合（学校、社会福祉施設、病院、庁舎のために転用する場合は除かれているのでの施設は許可対象になるので、これらの施設については許可権者と協議が必要となります。※）
③市町村が土地収用対象事業の用に供するために転用する場合は許可対象でもあるので、これらの施設については許可を受けることとなる。（学校、社会福祉施設、病院又は庁舎（市役所、特別区の区役所若しくは町村役場）のために転用する場合を除く。）等　なお、（中略）転用に該当しないものとされました（法第４３条）。

	10
11
	第４節　転用許可等の手続
図）

	図）農業委員会と都道府県農業委員会ネットワーク機構（農業会議）の間の矢印②「許可につき意見を聞く」を「あらかじめ意見聴取」に変更

	13
17
	第５節　転用許可基準の概要
図）農地転用許可制度のフロー図
	・許可不要の「説明書き」の文章を加除
・国、都道府県、指定市町村が転用する場合（学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合を除く。は許可対象であり、転用する場合には許可権者との協議を要する。）
・農地中間管理事業法の農用地利用配分計画農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合
・市町村（指定市町村を除く）の（中略）（学校、社会福祉施設、病院、又は庁舎（市役所、特別区の区役所若しくは町村役場）のためには許可対象であり、転用する場合を除くには許可権者との協議を要する。）等

	第２章

	23
24
	第２節　立地基準（農地区分の考え方）
２　甲種農地とは
	都市計画法では、大都市及びその周辺の都市等に係る都市計画は、を二分して、農林漁業との健全な調和を図る観点から調整を十分に図ったうえで、都市計画で「市街化区域」（市街化すべき区域）と「市街化調整区域」（市街化を抑制すべき区域）に区域区分されています。することとされています。

	35
44








46


	第３節　不許可の例外（許可できる場合）
３　第1種農地の不許可の例外




	・③、④の説明文章を加除
③、④の規定については、農業経営及び農家経済の改善、あるいは農村地域の活性化に資する施設は、（中略）農地転用することとしています。
なお、この場合、「第１種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置（中略）により行います。
なお、耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全又は利用の増進（中略）その規模が２アール未満であれば、農地転用の許可を要しないものに含まれます。（運用通知第２・１（１）イ（イ）c（a））
・③の説明文章を加除
「農業用施設」には、農道、農業用要排水路、（中略）農業廃棄物処理施設等が該当します。
「農畜産物処理加工施設」には、その地域で生産される農畜産物（中略）地域特産物販売施設等が該当します。
また、農作業耕作又は養畜の事業のために必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、事務所等については農業用施設に該当するとともに、農業用施設等農業用施設、農畜産物処理加工施設又は農畜産物販売施設（「農業用施設等」という。）の管理又は利用のために必要不可欠（以下略）

	69
75
	第４節　一般基準
３　効率的・総合的な農地利用
	・農地法第４条第６項第５号の説明文章を加除
地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保法第４条第６項第５号の政令で定める場合は、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画の円滑かつ確実な実施に支障を生ずるおそれがある場合には、農林水産省令で定める次のいずれかが該当します（令第８条の２）。
（１）農業経営基盤強化法促進法第１８条第５項の規定による申出があってから同法第１９条の規定による公告があるまでの間において、申出に係る農地を転用することにより、申出に係る農用地利用集積計画に基づく農地の利用の集積に支障を及ぼすと認められる場合（則第４７条の３第１号）
（１）農業経営基盤強化法促進法（以下「基盤法」という。）第１９条第７項の規定による公告（地域計画案公告）があってから同法第１９条第８項の規定による公告（地域計画公告）があるまでの間において、（中略）支障を及ぼすおそれがあると認められる場合（則第４７条の３第１項）
（２）農用地区域を定めるための農業振興地域の整備に関する法律第１１条第１項の規定による公告があってから同法第１２条第１項の規定による公告があるまでの間において、広告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地（農用地区域として定める区域内にあるものに限る。）を転用することにより、計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合（則第４７条の３第２号）
（２）地域計画に係る農地を農地以外のものにすることにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合（則第４７条の３第２号）
（３）農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農業用区域をいう。以下同じ。）（中略）（則第４７条の３第３号）

基盤法第１９条第８項の規定による地域計画の公告があった後も、a（略）b（略）ｃ（略）等の場合については、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」に該当するものと解される。
なお、aからcまでに掲げる場合のいずれかに該当する場合であっても、例えば、ⅰ（略）ⅱ（略）ⅲ（略）等については、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」には該当しないものと解される。

	78







	第５節　農地法第５条の許可基準


	・農地法第５条第２項の条文（網掛け部分）に九を追加
九　認定経営発展法人から第３条第１項本文に掲げる権利を取得しようとする場合（以下略）
・農地法第５条第２項の条文（網掛け部分）の後の文章に③を追加
法第５条第２項の許可の基準は、次の填を除けば第４条第２項の許可の基準と同一のものとなっています。①（略）②（略）③認定経営発展法人から第３条第１項本文に掲げる権利を取得しようとする場合（以下略）

	特例・違反措置

	89
	第２節　営農型太陽光発電に係るガイドライン
	（新　規）
・「営農型太陽光発電設備の取扱い」から「営農型太陽光発電に係るガイドライン」に変更

	93










96
	第３節　違反転用に対する措置










図）違反転用に対する一般的な対応の流れ
	・農地法第５１条の条文（網掛け部分）の後の文章を加除
農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、（中略）工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります（農地法第５１条）。また、違反転用に係る原状回復等の措置命令を履行しない事業者について公表する仕組みが法定化されました（令和６年６月成立）（農地法第５条第３項）。また、違反行為をしたときは、次の罰則が適用されます（農地法第６４条、第６７条）。①違反転用　３年以下の懲役拘禁刑または３００万円以下の罰金（法人は１億円以下の罰金）②違反転用おける原状回復命令違反　３年以下の懲役拘禁刑または３００万円以下の罰金（法人は１億円以下の罰金）

・行政代執行の上に「違反情報の公表」を追加
・罰則の説明文の懲役を拘禁刑に変更
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	参考資料
１農地転用の推移
２違反転用の是正状況
４農地法関係事務に係る処理基準について（抄）
５「農地法の運用について」の制定について（抄）
６農地法関係事務処理要領の制定について（抄）
８農業振興地域の整備に関する法律（抄）
９都市計画法（抄）
10農地法・農地法施行令、農地法施行規則（抄）三段表
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（最新データに更新）
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